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令和６年 11 月 26 日 

 

京 都 市 内 各 病 院 管 理 者 

京 都 市 内 各 診 療 所 管 理 者 

京 都 市 内 各 助 産 所 管 理 者 

京都市内各看護師等学校養成所の長 

京都市内訪問看護ステーション管理者 

京都市内各介護保険施設・事業所の長 

京都市内各社会福祉施設・事業所の長 

京都市内地域包括支援センターの長 

 

京都府健康福祉部医療課長 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

保健師助産師看護師法に基づく業務従事者届について（依頼） 

 

 平素は、京都府の保健医療福祉行政の推進に御協力をいただき、お礼を申し上げます。 

 さて、保健師助産師看護師法（昭和 23 年７月 30 日法律 203 号）第 33条の規定により、業務に従事

する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、２年に１度、12 月 31日現在の状況を業務従事者届に記

載し、就業地の都道府県知事に届け出ることとなっております。 

 つきましては、本年は上記届出の実施年となっており、令和４年度から従事先の医療機関等を通じて、

オンライン届出が開始されておりますので、該当者に周知いただくとともに施設内でとりまとめの上、

下記期日までに原則オンライン届出をお願いします。 

 また、該当者がいない場合にも、別添様式によりファックスで報告願います。 

 

記 

１ 届出方法 

（１）オンライン届出 勤務先でとりまとめてオンライン提出（郵送不要） 

（２）郵送による届出 別添届出票を勤務先でとりまとめの上、下記あて郵送 

※令和８年度からは郵送による届出は廃止し、オンラインのみの届出を予定 

※届出がない場合は罰則が適用される場合があります 

 

２ 提出期限 

令和７年１月15日（水）郵送必着 

 

３ 提出先（郵送による届出のみ） 

京都府健康福祉部医療課 

 

 ４ その他 

   ＜オンライン届出＞ 

・厚生労働省HP（下記URL）から医療従事者届出システムにログインください。 

・具体的な手順は「１．オンラインによる届出」を参照してください。 

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html  

 

＜郵送による届出様式等＞ 

各種様式は次のリンク先からダウンロードください。 

     ○京都府HP 

 http://www.pref.kyoto.jp/iryo/jyujishatodoke.html   

     ○京都健康医療よろずネット 

      http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

 

 

 

 

 

 

担 

当 

〒602-8570（住所不要） 

京都府健康福祉部医療課 

          医務・看護係 

 TEL：075-414-4746／4754 

 FAX：075-414-4752 

E-mail iryochosa@pref.kyoto.lg.jp 

様 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html
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